
令和3年度版



　1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあ
れば必ず加入しなければなりません。









検 索労働保険　口座振替

　保険料は、概算（見込）で申告・納付しておき、翌年度（6月1日から7月10日までの間）
に、前年度中に支払った賃金の総額が確定したところで、これを精算していただきます。
　つまり、保険年度の初めに前年度に不足が生じている場合はその不足分と、当年
度の概算保険料を申告・納付することになります。



（令和3年4月1日現在）







166,950

注）表中の金額等は令和3年2月28日
　　現在のものです。

72,990
83,480

36,500







二元適用事業の「労働保険名称、所在地等変更届」は、労災保険分は管
轄の監督署へ、雇用保険分のみ「雇用保険事業主事業所各種変更届」と
ともに管轄の安定所へ（移転の場合は移転後の管轄先へ）

初回の支給申請を行う日ま
で



（令和3年4月1日現在）



寒冷地手当、地方手当、単
身赴任手当等



03.4

※広島・呉・福山公共職業安定所は自動音声受付のため、部門コード「21♯」（雇用保険適用課）を押してください。

88-2941


